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１． 組織の概要 

 

名 称     ：株式会社西日本測研社 

設 立     ：1971 年（昭和 46 年）6 月 

資 本 金 ：１，０００万円 

代 表 者 ：代表取締役 神 﨑 亮 

 

所 在 地     ：〒803-0812 北九州市小倉北区中井一丁目 42 番 18 号 

電 話     ：093-581-9621 FAX：093-581-9486 

E - M a i l ：info@n-sokukensha.co.jp 

URL ：http://www.n-sokukensha.co.jp/ 

 

営業種目 ： 測量業 

  基準点測量（GPS）、写真測量、地形測量、深浅測量、路線測量、

応用測量、地籍調査、三次元計測・解析 

建設コンサルタント 

道路、河川、上下水道、港湾及び空港、宅地開発、GIS システム 

各種調査業務 

 補償コンサルタント 

土地調査、営業補償・特殊補償 

 

社員構成 ： 社員数 10 名 技術職  9 名  事務職  1 名 

RCCM  1 名 

測量士  2 名 

測量士補  4 名  

土木施工管理技士 1 名 

水路測量技術者 1 名 

地籍主任調査員 1 名 

 

 

  



２． 対象範囲 

下記組織図に示す全社、全事業活動 

 

【組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【役割分担表】 

所属(役職) 役割・責任・権限・使命 

代表取締役 

神﨑 亮 

環境方針を策定し、環境経営システムの確立、維持、運
用の統括管理及び実施の責任と権限を有し、評価と見
直しを定期的に実施する。また環境経営システムの取
り組みのための資源の確保をする。 

環境管理責任者 

松浦 洋司 

環境経営システムの確立、維持、運用状況の監視及び全
社員への認識活動の実施の責任と権限を有し、その結
果を代表者へ報告する義務を負う。 

ＥＡ２１事務局 

環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１の文書及び記録類
の作成、維持、管理を行う責任を有し、それらの活動を
環境管理責任者に報告する義務を負う。 

月 1 回 EA21 実行委員会を行なう。 

営業部門 廃棄物の管理（紙類） 

測量設計部門 

二酸化炭素排出量の管理（環境配慮設計の提案） 

環境関連法規等の監視 

二酸化炭素排出量の管理（消費電力の削減） 

二酸化炭素排出量の管理（化石燃料の削減） 

廃棄物の管理（その他一般廃棄物） 
産業廃棄物の管理 

グリーン購入等の推進 

代表取締役 

神﨑 亮 

環境管理責任者 

松浦洋司 

ＥＡ２１事務局 

技術部門(7 名) 総務部門(1 名) 営業部門(1 名)   

EA21 実行委員
会（全員） 

 



 

３． 環境経営方針 

 

基本理念 

株式会社西日本測研社は、地球環境問題を身近な問題としてとらえ、

社会資本整備の一翼を担う企業として、業務全般において環境負荷の低

減に努めるとともに、土木設計等においては環境にやさしい設計等の提

案を推進することにより持続可能社会の構築に貢献します。 

 

行動方針 

環境経営システムを構築、運用し、環境負荷の低減を継続的に推進し

ます。そのために以下のことを実行します。 
 

① 二酸化炭素および廃棄物の排出削減のため、省エネルギー、省資源、リ

サイクルを推進します。 

② 水使用量の削減のため、節水活動を推進します。 

③ 業務に於いて効率向上の提案を行い、作業時間の短縮を図ります。 

④ 事業活動に関連する環境関連法規等を常に確認し、遵守します。 

⑤ 本環境方針を全社員に周知し、環境保全活動を定期的に見直し、継続的

改善を図ります。 

⑥ 女性技術者の育成 

 

 

当初制定日 平成２２年１２月１日  

令和２年８月１日 改訂 

 株式会社西日本測研社 

 代表取締役   神﨑 亮  



４． 環境経営目標 

 

環境目標 単位 
基準年 23 期 26 期 27 期 28 期 

H30.8～R1.7 R3.8～R4.7 R4.8～R5.7 R5.8～R6.7 

1 二酸化炭素排出量 Kg-CO2 15,832 14,110 以下 20,333 以下 20,123 以下 

1-1  電気使用量 KWh 11,709 9,180 以下 12,776 以下 12,648 以下 

1-2 ガソリン使用量 
L 3,691 3,626 以下 5,379 以下 5,325 以下 

Km/L 13.7 13.9 以上 14.0 以上 14.1 以上 

1-3  プロパンガス使用量 Kg   26.9 以下 26.6 以下 

2 一般廃棄物排出量 Kg 269.3 239 以下 225 以下 223 以下 

2-1  紙類 Kg 97.2 41.7 以下 40 以下 39.6 以下 

2-2  かん・ビン Kg 14.1 8.4 以下 7.0 以下 6.9 以下 

2-3  ペットボトル Kg 15.9 3.3 以下 7.0 以下 6.9 以下 

2-4  プラスチック Kg 20.1 13.9 以下 10.0 以下 9.9 以下 

2-5 一般ごみ Kg 122.0 172 以下 161.3 以下 159.7 以下 

2-6  粗大ごみ Kg 50 50 以下 50 以下 50 以下 

3  上水道使用量 ㎥   112 以下 111 以下 

4 業務の効率向上の提案 件 
 

1 以上 1 以上 1 以上 

5 環境教育・訓練 実施回数 1 回/月 1.0 回/月以上 1.0 回/月以上 1.0 回/月以上 

平成 24 年二酸化炭素排出係数：0.612kg-CO2/kWh 

27 期から九州電力二酸化炭素排出係数：0.479kg-CO2/kWh 

２３期の実績より、２６期までの中長期目標を設定。 

２６期に事務所を移転したため、２７期は２６期の実績値とし、２８期からは、２７

期の目標値から 1%減で設定。 

２６期に事務所移転により、都市ガスからプロパンガスへ移行した。また、上水道使

用量を追加した。 

 

  



５． 環境活動計画 

 

１．二酸化炭素排出量の削減 

取組目標 活動項目 責任者 
スケジュール 

8~10 月 11～1 月 2～4 月 5～7 月 

1 電気使用量の削減 

① 不要な照明の消灯 

長谷 

    

② 
作業の効率化をし
作業時間を短縮す
る 

    

③ 
夜間はプリンタ・コ
ピー・ポットの電源
を切る 

    

④ 
使用していない時
はパソコン・プリン
タの電源を切る 

    

⑤ 
冷暖房の温度設定
を決め実行 

    

2 ガソリン使用量の削減 

① 
エコドライブ(急発
進・急加速・急停車
をしない)の励行 

後藤 

    

② 
近場の車使用はな
るべくしない 

    

③ 
作業に必要のない
道具は積まない（車
の軽量化） 

    

④ 
タイヤの空気圧を
月 1 回確認、適正空
気圧を保つ 

    

⑤ 
オイル・エレメント
を定期的に交換 

    

3 
プロパンガス使用量の
削減 

① 
コンロ・湯沸し器の
余分な使用をしな
い 長谷 

    

② 
コンロの火力を調
整 

    

 

２．廃棄物排出量の削減 

取組目標 活動項目 責任者 
スケジュール 

8~10 月 11～1 月 2～4 月 5～7 月 

1 紙使用量の削減 

① 
チェック用印刷は
縮小印刷等を利用
し紙量を減らす 

長谷 

    

② 
印刷前にプレビュ
ー等で確認し印刷
ミスを低減する 

    

③ 
両面印刷・両面コピ
ーの徹底 

    

④ 集約印刷の利用     

⑤ 
電子化(ペーパーレ
ス)の推進 

    

2 リサイクルの推進 

① 分別収集の徹底 

三成 

    

② 
トナーカートリッ
ジの回収とリサイ
クルの徹底 

    

 



 

 

３．上水道使用量の削減      

  

 

４．業務の効率向上の提案      

   

取組目標 活動項目 責任者 
スケジュール 

8~10 月 11～1 月 2～4 月 5～7 月 

1 
作業効率の向上を目指
す 

①  
1 週間毎の作業分担
を決めて業務を遂
行する。 島袋 

    

2 
作業の協力（助け合い）
の実施 

① 
手伝える作業は積
極的に協力する。 

    

 

５．環境教育・訓練       

  

取組目標 活動項目 責任者 

スケジュール 

8~10 月 11～1 月 2～4 月 5～7

月 

1 
環境意識の向上や環
境教育を行う 

① 
月1回の勉強会を実
施 

松浦 

    

② 
環境に係る情報の
共有化をする 

    

③ 
環境関係の講演会・
研修会に積極的に
参加する 

    

2 
環境保全活動上必要
な資格、能力の取得 

① 
環境関連の資格を 1
名以上取得する 

    

実行期間 

検討期間 

 

  

 

取組目標 

 

活動項目 

 

責任者 

スケジュール 

8~10

月 

11～1

月 

2～4

月 

5～7

月 

1 

 
節水 

① 
必要最小限の使用
に徹する 三成 

    

② 
 
止め忘れ厳禁 三成 

    



６． 環境目標の実績 

実施期間（令和 3 年 8 月～令和 4 年 7 月） 

項   目 単位 目標 実績 達成率 

電気使用量 KWh 9,180 12,776 72% 

ガソリン使用量 

ガソリン燃費 

L 

Km/L 

3,626 

13.9 以上 

5,379 

14.8 

67% 

107% 

プロパンガス使用量 kg — 26.9  

二酸化炭素排出量 kg-CO2 14,110 20,337 69% 

紙 ｋｇ 41.7 40.0 104% 

かん・びん ｋｇ 8.4 7.0 120% 

ペットボトル ｋｇ 3.3 7.0 48% 

プラスチック ｋｇ 13.9 10.0 139% 

一般ごみ ｋｇ 172.0 161.3 106% 

廃棄物排出量 ｋｇ 239.0 225.3 106% 

上水道使用量 ㎥ — 112 — 

業務の効率向上の提案 件 1 0 0% 

環境教育・訓練 回 12 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７． 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

項   目 
取組 
結果 

評価、次年度の取組内容 

電気使用量の

削減 

不要な照明の消灯、作
業の効率化、機器等の
電源 OFF の徹底、冷
暖房の温度調整 

〇 
事務所を移転したが、項目に対する評
価は良好。27 期からの目標に対して
努力する。 

ガソリン使用

量の削減 

エコドライブの励行、
近場の車使用は控え
る、車の軽量化、空気
圧、オイル等メンテナ
ンスの徹底 

△ 

項目に対する評価は良好だったが、遠
方での出張が多くガソリンの使用量
が多かった。27 期からの目標に対し
て努力する。 

プロパンガス
使用量の削減 

無駄な使用をしない 
火力の調整をする 

〇 27 期からの目標に対して努力する。 

一般廃棄物排
出量の削減 

無駄な紙の使用の削
減、ペーパーレスの推
進、分別収集の徹底、
リサイクルの徹底 

〇 
事務所を移転したが、項目に対する評
価は良好。27 期からの目標に対して
努力する。 

上水道使用の
削減 

節水 〇 27 期からの目標に対して努力する。 

業務の効率向
上の提案 

作業効率の向上を目
指す 
作業の協力（助け合
い）の実施 

△ 
効率向上の提案はなかったが、作業分
担を考え効率よく業務を行った。 

環境教育・訓
練の実施 

月 1 回の勉強会の実
施、環境関係の講演
会・研修会に積極的に
参加 

△ 
勉強会は実施できたが、講演会・研修
会への参加ができなかった。 

○：良好 △：不足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８． 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

 

環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。ま

た、関係当局よりの違反の指摘及び訴訟は過去５年間ありません。 

 

法律の名前 遵守状況 

大気汚染防止法 問題なし 

特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律 問題なし 

騒音規制法 問題なし 

振動規制法 問題なし 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 問題なし 

建設リサイクル法 問題なし 

文化財保護法 問題なし 

絶滅の恐れのある野生植物の種の保存に関する法

律 

 

問題なし 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 問題なし 

排出ガス対策型建設機械の復旧促進に関する規定 問題なし 

建設業に係る特定特殊自動車排ガスの排出の抑制

を図る為の指針を定めた件 

 

問題なし 

光害対策ガイドライン 問題なし 

フロン排出抑制法（改正フロン法） 問題なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９． 代表者による全体の評価と見直し 

 

令和３年６月２８日に事務所を移転して、２６期の活動をしたところ、使

用する部屋数も多く、打合せ等で徒歩による移動が少なくなり、環境経営が

大きく変化しました。 

二酸化炭素排出量について、当然のことながら電気の使用量が多くなり、

ガソリンも遠方の業務が多く、使用量が多かったので、二酸化炭素排出量の

対目標実績が６９%でありました。 

廃棄物排出量について、各個人の努力の成果があり、対目標実績が１０６%

で目標を達成できております。但し、ペットボトルの使用量（対目標実績４

８%）が目立って多かったので確認した所、業務優先を考慮し、手間を省く

ため、定時に出す飲料物をペットボトルに変えた影響だと聞いております。 

２６期は、新しい事務所での活動であったので、目標数値に対する評価は

致しませんが、各個人が「昨年度より減らそう」という意識があったものと

感じております。 

２７期の環境経営目標は、２６期の実績から設定したもので実施いたしま

す。社員一同、目標達成に向けて努力してほしいと願います。 

 


